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障害者を対象とする 
特別区（東京２３区）職員 
採用選考案内 

◆この採用選考は、特別区、特別区人事・厚生事務組合、特別区競馬組合及び東京二十三区清掃一部事務組合

（以下「特別区等」という。）が、障害のある方を対象として職員を採用するために実施するものです。 

 

１ 主な日程 

 

２ 採用区分、選考区分及び採用予定数等 
 

採用区分 選考区分 採用予定数 主な職務内容 主な勤務予定先（例示） 

Ⅲ 類 
事 務 

（一般事務） 

 
９１名程度 

 

 
一般行政事務等 

庶務業務、窓口業務、 

  データ入力・集計作業、 

文書・台帳整理、 

電話対応業務  等 

本庁各課、出張所、保健所、 

福祉事務所 

※採用を予定している特別区等については、３ページ参照 

申込受付期間 
 

※インターネット申込

みが困難な場合の

み、郵送で申し込ん

でください。 

◇インターネット【推奨】 

６月２５日（木）午前１０時 ～ ７月１６日（木）午後５時（受信有効） 

◇郵送（郵便局で必ず「簡易書留郵便」扱いにしてください。） 

６月２５日（木） ～ ７月１５日（水）（消印有効） 

→消印が上記受付期間以外のもの及び簡易書留によらないものは、 

受理しませんのでご注意ください。 

注意事項  

  第２次選考（面接）で参考資料として使用する「面接カード」も申込時に 

  作成をしていただきます。 
※持参による申込受付は行いません。必ずインターネット又は郵送により、 

時間に余裕をもって申し込んでください。 

※合理的配慮が必要な方については、「７ 受験上の配慮」をご確認ください。 

第１次選考 

◆選考日 

９月１３日（日）午前９時２０分（集合）  ～  午後３時（終了予定） 

◆合格発表日 

１０月１４日（水）午前１０時 

第２次選考 
◆選考日 

１１月４日（水）～ ６日（金）のうち人事委員会が指定する１日 

最終合格発表 
◆合格発表日 

１１月２０日（金）午前１０時 

令 和 ８ 年 度 

令和８年６月２５日 

特別区人事委員会 



2 
 

 

３ 受験資格及び注意事項 

次の（１）～（３）の要件をすべて満たす人が受験できます。ただし、すべてを満たす人でも地方公務員

法で選考を受けることができないとされる人（下記参照）は受験できません。 

※申込内容等の記載事項に虚偽がある場合は、採用内定が取り消されることがあります。 

（１） 以下のア～エのいずれかに該当する人 

ア 身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手帳の交付を受けている人 

イ 都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている人 

ウ 児童相談所等により知的障害者であると判定された人 

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条に定める精神障害者保健福祉 

 手帳の交付を受けている人 

※上記の手帳等は第１次選考当日において有効であることが必要です。 

※療育手帳の名称は、交付している地方公共団体により異なることがあります。手帳の種類が不明

な場合は、お住まいの地方公共団体で確認してください（例えば、東京都が交付している療育手

帳については、「愛の手帳（東京都療育手帳）」という名称で交付されています。）。 

（２） 日本国籍を有し、次の要件に該当する人 

ア 活字印刷文又は点字による出題に対応できる人 

イ  昭和４０年４月２日～平成２１年４月１日に生まれた人 

（３） 現に特別区等の職員でない人 

ただし、現に特別区等の職員で、教育公務員（各特別区の「職員の職名に関する規則」に定める保 

育教諭の職務に従事する人を除く。）、特別職非常勤職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員又は任 

期付職員（「地方公務員法」、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」又は「地方公 

務員の育児休業等に関する法律」の規定に基づき採用されているものをいう。）は受験できます。 

地方公務員法第１６条により選考を受けることができないとされる人 
  

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けるこ

とができない。 

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（注）民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第３項の規定により従前の例によること

とされる準禁治産者は受験できません。 
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４ 特別区等の採用予定 

表の説明 

採用予定は、令和８年６月１日現在のもので、変更することがあります。 

・○印･･･令和９年度に採用を予定していることを示します。 

・人厚組合 特別区人事・厚生事務組合／ 競馬組合 特別区競馬組合／  

清掃組合 東京二十三区清掃一部事務組合 

千代田区 中央区 港 区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

中野区 杉並区 豊島区 北 区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 人厚組合 競馬組合 清掃組合 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 

 

５ 第１次選考 

（１） 選考日及び会場 

選 考 日 
９月１３日（日） 
午前９時２０分（集合） ～ 午後３時（終了予定） 

会 場 原則として都内 

◆選考会場は、８月２１日（金）以降に発送する受験票で通知します。 

◆指定された選考会場の変更はできません。 

◆選考会場及び会場の最寄り駅等で、有料で合否の連絡を請け負う業者等が勧誘を行っているこ

とがありますが、当人事委員会とは一切関係ありません（選考当日に当人事委員会が現金等を

請求することはありません。）。 

◆選考当日は、交通機関の運行に遅延・中止（見合わせ）等が発生することもありますので、選 

考会場までの経路を複数確認しておくとともに、時間に余裕をもって選考会場に到着できるよ 

うにしてください。 

（２） 方法 

教 養 試 験 

（２時間１０分） 

一般教養についての五肢択一式（４５題中４０題解答）         

①知能分野（２５題必須解答）                    

  文章理解（英文を含む。）、判断推理、数的処理、資料解釈及び空間把握 

②知識分野（２０題中１５題選択解答）                

  社 会…現代社会、日本史、世界史、地理、倫理及び政治・経済    

  理 科…物理、化学及び生物                    

  その他…国語、芸術及び家庭                    

作 文 

（１時間３０分） 

課題式（１題必須解答）   

字数は４００字以上８００字程度 

◆この選考の出題の程度は、高校卒業程度のものです。 

◆教養試験（五肢択一式）はマークシート方式により行います。 

◆教養試験の成績が一定点に達しない場合、作文は採点の対象となりません。 

◆教養試験の試験問題は、持ち帰ることができません。作文の試験問題は、持ち帰ってください。 

◆作文の試験問題は、第１次選考終了後に公表します（教養試験の試験問題及び正答は、公表しません。）。 
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 予定日時は次のとおりです。 

 ①ホームページ ９月２４日（木）午前１０時以降 

 ②各区役所及び特別区自治情報・交流センター（東京区政会館４階） ９月２５日（金）以降 

◆教養の例題及び教養・作文の過去の出題を、ホームページに掲載しています。 

 ※著作権等により掲載していない問題もあります。 

 ※過去の出題は、各区役所及び特別区自治情報・交流センター（東京区政会館4階）でも閲覧できます。 

 

（３） 合格発表 

日  時 １０月１４日（水）午前１０時 

方  法 

・ホームページ（合格者の受験番号を掲載） 

・郵送（第１次選考の受験者全員に、合否の結果を通知） 

※窓口等への掲示は行いません。 

◆１０月１９日（月）までに結果通知が届かない場合は、翌日以降に特別区人事委員会事務局任 

用課（以下「任用課」という。）へお問い合わせください。 

 

６ 第２次選考 

第１次選考合格者に対して、次のとおり行います。 

（１） 選考日及び会場 

選 考 日 
１１月４日（水）～ ６日（金）のうち人事委員会が指定する１日 
※指定された日時の変更はできません。 

会 場 原則として都内 

◆選考の日時及び会場は、第１次選考結果通知と併せてお知らせします。 

◆選考当日は、交通機関の運行に遅延・中止（見合わせ）等が発生することもありますので、選 

考会場までの経路を複数確認しておくとともに、時間に余裕をもって選考会場に到着できるよ 

うにしてください。 

（２） 方法 

面  接 
主として人物について、個別面接の方法で行います。 

※面接時にメモを取ることはできません。 

 

（３） 最終合格発表 

 

 

 

決 定  第１次選考及び第２次選考の結果を総合的に判定し、最終合格者を決定します。 

日 時 １１月２０日（金）午前１０時 

方 法 

・ホームページ（合格者の受験番号を掲載） 

・郵送（第２次選考の受験者全員に、合否の結果を通知） 

※窓口等への掲示は行いません。 
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７ 受験上の配慮 
障害の特性上、通常の受験方法での受験が難しい人は、他の受験方法を選択することができます。希望 

する人は、申込画面（申込書）の所定欄にその旨を必ず入力（記入）してください。あわせて、

（１）～（４）については、申し込む際に必ず任用課へ連絡してください。 

なお、申込画面（申込書）への入力（記入）がない場合や、ご要望の内容によっては、ご希望 

に沿えない場合があります。 

また、申込後に内容を確認するため、任用課から連絡する場合があります。 

 

（１）点字による受験 

・ 第１次選考を点字で受験することができます。なお、点字機器の貸与はできません。選考当 

日に受験者本人が持参した機器で解答していただきます。また、点字の補助として音声によ 

る選考問題の読み上げを併用することができます。 

・ 点字で受験する人は、選考時間を延長します。 

（２）解答用紙の変更 

・ マークシートでの解答が困難な場合、丸付け解答用紙に変更することができます。 

※ 丸付け解答用紙とは、設問ごとに１～５の選択肢が印字されており、正しいと思う選択肢に

丸印を付ける解答用紙です。 

（３）拡大文字による選考問題用紙の変更 

・ 視覚等に障害のある人は、通常の選考問題で受験が難しい場合、拡大文字による選考問題の 

受験を選択することができます。 

（４）パソコン（又はワープロ）による受験 

・ 上肢機能障害又は言語、上肢複合機能障害を有し、文字を書くことが困難な方のみ、パソコ 

ン等を使用することができます。なお、パソコン等の貸与はできません。選考当日に受験者 

本人が持参した機器で解答していただきます。 

 ・ （１）～（３）の方法でも受験することが困難な人は、パソコン等による受験対象となる場

合があります。 

（５）意思伝達方法の変更 

・ 聴覚等に障害のある人は、口話・筆話・手話の３つの方法を選択することができます。 

（６）補装具の利用 

・ 選考時に補装具の利用を希望する人は、申込画面の「１７ 持込使用する補装具」（申込書 

は裏面の「４」）から選択してください。また、車椅子で選考会場に来場される方は、申込 

画面の「１８ 車椅子」（申込書は裏面の「５」）を選択してください。 

 

（７）自動車等での来場 

・ 身体上の理由により公共交通機関を利用して選考会場へお越しになることが難しい人は、自 

動車等で来場することが可能です。希望する人は、申込画面の「２２ 備考」（申込書は裏 

面の「７」）に自動車の車種、ナンバー、色と「自動車等での来場を希望」と入力（記入） 

してください。 
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（８）就労支援機関の職員同席 

・第２次選考において、受験者が登録等をしている就労支援機関の職員の同席を認めます。選考準 

備のため、 同席を希望する場合は、第１次選考合格発表後、１０月２１日（水）までに受験者本人 

が必ず任用課へ連絡してください。任用課への連絡がない場合は、同席を認めません。 

（９）その他 

・（１）～（８）以外で受験上の配慮（試験時間中の服薬など）を希望する方は、申込画面の 

「２２ 備考」（申込書は裏面の「７」）に入力（記入）してください。ただし、申込画面 

（申込書）への入力（記入）がない場合や内容によっては、ご希望に沿えない場合があります。 

 

◆受験上の配慮の対応範囲表 

 １次選考 ２次選考 

(１)点字による受験 〇  

(２)解答用紙の変更 〇  

(３)拡大文字による選考問題用紙の変更 〇  

(４)パソコン(又はワープロ)による受験 〇  

(５)意思伝達方法の変更 〇 〇 

(６)補装具の利用 ※ 〇 〇 

(７)自動車等での来場 〇 〇 

(８)就労支援機関の職員同席  〇 

 ※ 補装具の種類により、使用できない場合があります。 

 

８ 選考結果の提供 

希望者に対し、次のとおり選考結果を提供します。 

 
 

９ 採用の方法及び時期 

（１） 採用の方法 

ア 特別区人事委員会は、最終合格者決定後、原則として合格者の希望区等を考慮のうえ、特別区

等へ推薦します。  

なお、特別区等の採用予定や希望者の集中等の状況によっては、希望どおりに推薦できない場

合があります。 

イ 推薦を受けた特別区等は、面接等を行ったのち、採用を内定します。 

対   象 提 供 内 容 提 供 方 法 申 請 方 法 

第１次選考 

不合格者 

第１次選考の 

総合ランク 

結果通知に第１次選考の総合ランク

（Ａ～Ｃ）を記載して提供します。 
第１次選考の教養試

験の際、解答用紙に希

望の有無をマークし

ていただきます。 
第２次選考 

不合格者 

最終結果の 

総合ランク 

結果通知に最終結果の総合ランク（Ａ

～Ｃ）を記載して提供します。 
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（２） 採用の時期 

原則として、令和９年４月１日以降に採用されます。 

 
１０ 受験手続 

（１） 申込方法 

次のいずれかの方法で早めに申し込んでください。 

申込方法 申 込 場 所 申 込 受 付 期 間 

インターネット 

【推奨】 

https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/ 

（ホームページ） 

６月２５日（木）午前１０時 ～     

７月１６日（木）午後５時【受信有効】 

郵   送  

〒１０２－００７２ 千代田区飯田橋 ３－５－１  

特別区人事委員会事務局任用課 

６月２５日（木）～ 

７月１５日（水）【消印有効】 

角型２号（Ａ４サイズ）の封筒に入れ、その封筒の表に赤字で「採用選考申込書在中」と

明記し、必ず「簡易書留郵便」で郵送してください。 

 
【受験申込時の注意事項】 

◆消印が上記申込受付期間外のもの及び「簡易書留郵便」によらないものは、受理しませんので

ご注意ください。 

 ◆持参による申込受付は行いません。必ずインターネット又は郵送により、時間に余裕をもって申し込

んでください。 

 ◆インターネット環境（通信料含む。）はご自身でご用意・ご負担ください。 

 ◆システム障害対応のために申込受付期間中にシステムを停止する場合や、使用している機器や

通信回線上の障害等が発生した場合のトラブルについては、一切責任を負いません。 

◆重複申込みは、受信又は消印の早いもののみ受理します。 

◆申込完了後は、申込内容の修正はできません。また、入力内容についての問合せには応じられないた

め、入力内容に誤りがないか確認し、申込登録完了画面は必ず印刷及び保存してください。 

◆インターネット申込み及び郵送申込みの際に提出された内容（面接カードを除く。）は、推薦時に 

特別区等へ提供します。 

◆受験資格の確認を行うため、連絡することがあります。 

◆提出された申込書等の書類は、返却しません。 

（２） 受験票の交付 

８月２１日（金）以降に受験票を郵送します。 

８月２６日（水）までに受験票が届かない場合は、翌日以降に任用課へお問い合わせください。 

 

【申込書及び面接カード作成上の注意事項】 

１ 郵送の申込書及び面接カードは、黒のボールペン（消せないものに限る。）で、記入漏れや間違

いのないよう、丁寧に記入してください。申込時には、申込書と面接カードを一緒に作成して提

出してください。不備があった場合には、申込は受け付けません。 



8 
 

２ 郵送申込書の整理番号欄（※欄）には、記入しないでください。 

 

３ 郵送申込書の生年月日欄には、該当の年号を〇で囲い年月日の数字を記入してください。           

また、年月日の数字が１ケタの場合は、はじめに「０」を記入してください。 

＜例＞平成４年４月２日生まれの場合 

昭 和 

 

平 成 
０ ４ 年 ０ ４ 月 ０ ２ 日生 

 

 

４ 郵送申込書の現住所欄は、都道府県名の記入は不要です。区市町村名から記入してください。 

 
 

５ 郵送申込書の電話番号等欄には、確実に連絡が取れる電話番号を２か所記入してください（携

帯電話又は実家等で伝言を依頼できるところを含む。）。ＦＡＸ番号の記入は任意です。 

 

６ 郵送申込書の受験票等郵送先欄には、受験票や結果通知等について、現住所以外への郵便を希

望する人のみ記入してください。現住所と同じ場合は、記入の必要はありません。 

 

７  郵送申込書の希望区欄には、次の９ページの＜特別区等コード一覧表＞から希望する特別区等を

選び、第１希望～第５希望まで順番に、その番号を記入してください。                   

なお、希望区を記入できるのは申込時の１回のみで、その後は変更できません。 

 

 

＜特別区等コード一覧表＞ 

番 号 区 名 等 番 号 区 名 等 番 号 区 名 等 

０１ 千 代 田 区 １０ 目  黒  区 １９ 板  橋  区 

０２ 中  央  区 １１ 大  田  区 ２０ 練  馬  区 

０３ 港 区 １２ 世 田 谷 区 ２１ 足  立  区 

０４ 新  宿  区 １３ 渋  谷  区 ２２ 葛 飾 区 

０５ 文  京  区 １４ 中  野  区 ２３ 江 戸 川 区 

０６ 台  東  区 １５ 杉  並  区 ２４ 
特別区人事・ 
厚生事務組合 

０７ 墨  田  区 １６ 豊 島 区 ２５ 特別区競馬組合 

０８ 江  東  区 １７ 北   区 ２６ 
東京二十三区 

清掃一部事務組合 

０９ 品  川  区 １８ 荒 川 区   

※特別区人事・厚生事務組合（２４）及び特別区競馬組合（２５）は、募集が無いため記入しない

でください。 
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８ 郵送申込書の障害者手帳等欄には、手帳（児童相談所等が発行した知的障害者の判定書を含む。）

に記載されている内容を記入してください（複数の手帳を所持している場合の記入方法については

下記９を確認してください。）。 

なお、郵送申込みの申込時点で手帳を申請中等で所持していない場合は、障害者手帳等欄を空

欄とし、申し込む際に必ず任用課へ連絡してください。 

また、インターネット申込みの申込時点で手帳を申請中等で所持していない場合は、障害者手

帳等欄は空欄とし、備考欄に申請状況等を入力するとともに必ず任用課へ連絡してください。                                     

 

９ 郵送申込書の障害区分コード欄には、該当する障害区分を下の＜障害区分コード表＞から選び、

番号を記入してください。 

なお、複数の手帳を所持している場合には、下の＜障害区分コード表＞のうち、若い番号の 

障害区分コードを記入してください。 

（例）身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳を所持している場合には「０１」と記入してく 

   ださい。 

＜障害区分コード表＞ 

番 号 障 害 区 分 

０１ 身 体 障 害 

０２ 知 的 障 害 

０３ 精 神 障 害 

 

１０  郵送申込書の障害区分コード欄に、「０１」（＝身体障害）を記入した場合は、身体障害者手

帳に記載されている主な障害名に対応する番号を、下の＜障害名コード表＞から選び、障害名

コード欄に記入してください。 

また、障害名欄には、身体障害者手帳に記載されている障害名を記入してください。 

なお、障害区分コード欄に、「０２」（＝知的障害）又は「０３」（＝精神障害）と記入した場 

合は、障害名コード欄は空欄にし、障害名欄には、「知的障害」又は「精神障害」と記入してく 

ださい。 

＜障害名コード表＞ 

番 号 障 害 名 番 号 障 害 名 番 号 障 害 名 

０１ 視 覚 障 害 ０７ 体 幹 機 能 障 害 １３ 小 腸 機 能 障 害 

０２ 聴 覚 障 害 ０８ 心 臓 機 能 障 害 １４ 免 疫 機 能 障 害 

０３ 平 衡 機 能 障 害 ０９ じん臓機能障害 １５ 肝 臓 機 能 障 害 

０４ 音声・言語機能障害 １０ 呼吸器機能障害 １６ その他の身体障害 

０５ 上 肢 機 能 障 害 １１ ぼうこう機能障害   

０６ 下 肢 機 能 障 害 １２ 直 腸 機 能 障 害   
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１１ 郵送申込書の障害等級・程度欄には、身体障害又は精神障害の人は手帳に記載されている等

級を記入してください。 

知的障害の人は該当する程度を下表から選び、番号を記入してください。 

程 度 最 重 度 重 度 中 度 軽 度 

番 号 １ ２ ３ ４ 

        

１２ インターネット申込み及び郵送申込みのどちらの場合も、手帳に交付日・再交付日等、２つ

以上の日付が記載されている場合は、直近の日付を入力もしくは記入してください。 

  

１３ 郵送申込書の交付機関欄には、手帳の交付を受けた都道府県名又は市町村名を記入してくだ

さい。 

 

１４ 郵送申込書の裏面については、１～７のうち該当する番号を〇で囲んだうえ、必要事項を記入

してください。 

なお、１～３については該当する障害がある人のみ選択できます。 

 

１５ 第１次選考において、点字による受験を希望する人は、郵送申込書裏面の２を〇で囲んでく

ださい（インターネット申込みの場合は、申込画面の所定箇所に入力してください。）。   

また、インターネット申込み及び郵送申込みのどちらの場合も申し込む際に必ず任用課へ連

絡してください。申込書（申込画面）への記入（入力）がない場合及び任用課への連絡がない場合は、

点字による受験は認めません。 

 

１６ 採用選考案内２ページに掲げた受験資格をすべて満たしていることを再度確認したうえ、 

郵送申込書の署名欄に月日と氏名を記入してください。 

 

１１ 勤務条件等 

（１） 初任給等 

初 任 給 約240,300円 

◆この初任給は令和８年４月１日現在の給料月額に地域手当を加えたものです。  

職務経験等がある人は、一定の基準により加算される場合があります。 

◆この初任給のほか、条例等の定めるところにより、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、

勤勉手当等が支給されます。 

◆採用前に給与改定等があった場合には、その定めるところによります。 

※６０歳に達した日後の最初の４月１日以降は適用される給料月額の７割が支給額となります。 

 

（２）勤務時間 

   職員の勤務時間は１週間あたり３８時間４５分で、原則として土曜・日曜・祝日が休みです。 
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（３）休暇等 

    年次有給休暇は原則として１年間に２０日です。そのほかに慶弔休暇、妊娠出産休暇、育児休業、

夏季休暇なども設けられており、職員が安心して働き続けられるための制度が整っています。 

 

（４）公平な昇任制度 

   職員は、能力主義に基づき公平に昇任します。学歴等によらず、「やる気があれば道が開ける」、チャ 

レンジする職員に開かれた昇任制度が用意されています。 

 

１２ その他  ※本選考の申込みには（１）及び（２）の内容への同意が必要です。 

（１）個人情報の取り扱いについて 

個人情報については、個人情報の保護に関する法律による適正管理を行っています。当人事委 

員会では、提出された関係書類やそれに基づき作成した資料等を厳重に管理するとともに、採 

用選考及びこれに伴う事務の目的以外には使用いたしません。また、特別区等の採用関係機関 

以外の第三者には提供いたしません。なお、規定の保存年限経過後には、速やかに適切な方法 

で廃棄しています。 

 

（２）こども性暴力防止法について 

令和８年１２月２５日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象 

暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９号。以下「こども性暴力防止 

法」という。）第２条第８項に規定する特定性犯罪事実該当者は、採用後の配置について制限が 

かかる可能性があります。特別区等はこども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無 

を確認するための犯罪事実確認を行う場合があります。 

  

◆受験者本人以外の者による代理解答、試験中の通信機器の使用、カンニング等の不正行為が発 

覚した場合、受験は無効とします。                

◆選考日等の変更や非常時のお知らせがある場合は、特別区人事委員会ホームページでお知らせ 

します。 

 

令和５年度 ～ 令和７年度 障害者を対象とする採用選考実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 採用予定数 受験者数 最終合格者数 合格倍率 

令 和 ５年 度 ８４ 名程度 ４０６ 名 ８８ 名 ４．６ 倍 

令 和 ６年 度 ８１ ３１７ １０７ ３．０ 

令 和 ７年 度 ８８ ３３２  ９９ ３．４ 

注意事項 
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特別区等一覧表 

区 名 等 本 庁 所 在 地 職員数（名） ＵＲＬ 

千代田区 千代田区九段南１－２－１ 1,285 https://www.city.chiyoda.lg.jp/ 

中 央 区 中央区築地１－１－１ 1,745 https://www.city.chuo.lg.jp/ 

港 区 港区芝公園１－５－２５ 2,319 https://www.city.minato.tokyo.jp/ 

新 宿 区 新宿区歌舞伎町１－４－１ 2,830 https://www.city.shinjuku.lg.jp/ 

文 京 区 文京区春日１－１６－２１ 2,283 https://www.city.bunkyo.lg.jp/ 

台 東 区 台東区東上野４－５－６ 1,989 https://www.city.taito.lg.jp/ 

墨 田 区 墨田区吾妻橋１－２３－２０ 1,937 https://www.city.sumida.lg.jp/ 

江 東 区 江東区東陽４－１１－２８ 2,770 https://www.city.koto.lg.jp/ 

品 川 区 品川区広町２－１－３６ 2,940 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ 

目 黒 区 目黒区上目黒２－１９－１５ 2,044 https://www.city.meguro.tokyo.jp/ 

大 田 区 大田区蒲田５－１３－１４ 4,191 https://www.city.ota.tokyo.jp/ 

世田谷区 世田谷区世田谷４－２１－２７ 5,551 https://www.city.setagaya.lg.jp/ 

渋 谷 区 渋谷区宇田川町１－１ 2,038 https://www.city.shibuya.tokyo.jp/ 

中 野 区 中野区中野４－１１－１９ 2,188 https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ 

杉 並 区 杉並区阿佐谷南１－１５－１ 3,642 https://www.city.suginami.tokyo.jp/ 

豊 島 区 豊島区南池袋２－４５－１ 2,150 https://www.city.toshima.lg.jp/ 

北 区 北区王子本町１－１５－２２ 2,862 https://www.city.kita.lg.jp/ 

荒 川 区 荒川区荒川２－２－３ 1,852 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/ 

板 橋 区 板橋区板橋２－６６－１ 3,802 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/ 

練 馬 区 練馬区豊玉北６－１２－１ 4,343 https://www.city.nerima.tokyo.jp/ 

足 立 区 足立区中央本町１－１７－１ 3,657 https://www.city.adachi.tokyo.jp/ 

葛 飾 区 葛飾区立石５－１３－１ 3,188 https://www.city.katsushika.lg.jp/ 

江戸川区 江戸川区中央１－４－１ 3,603 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/ 

特別区人事・厚生事務組合 千代田区飯田橋３－５－１ 270 https://www.union.tokyo23city.lg.jp/ 

特別区競馬組合 品川区勝島２－１－２ 84 https://www.tokyocitykeiba.com/ 

東京二十三区清掃一部事務組合 千代田区飯田橋３－５－１ 1,149 https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/ 

＊  職員数等は、令和８年１月１日現在のものです。 

＊  東京二十三区清掃一部事務組合の主な勤務先は、本庁及び２３区内の各清掃工場等です。 

＊ 就業場所は、原則敷地内禁煙です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特別区人事委員会事務局任用課採用係 
〒１０２－００７２ 千代田区飯田橋３－５－１ 
【電    話】０３－５２１０－９７８７（直通） 
※受付時間：平日 午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 

参考 

問い合わせ先 

選考の申込みをした人は必ず受験してください 

特別区職員採用選考は、皆さんの申込みによって選考の準備が進められます。これらは、区民の方に

納めていただく税金を使って行われるものです。貴重な税金を有効に活用するためにも、選考の申込み

をした人は必ず受験してください。 



令和８年度 障害者を対象とする 

特別区職員採用選考郵送申込書 

 

選考区分 事務（一般事務） 

フリガナ   

氏  名 

（姓） 
 
 

（名） 
 

生年月日 

昭 和 

・ 

平 成 
  年   月   日生 

現 住 所 

郵便番号    －      

（フリガナ） 

（都道府県名省略） 
 
 
 

電  話 
番 号 等 

最も確実な連絡先  （     ）        － 

上記以外の連絡先  （     ）        － 

Ｆ Ａ Ｘ 番号（任意）    （     ）        － 

受験票等 

郵 送 先 

               

                 （現住所と同じ場合は、記入の必要はありません。） 

希 望 区 第１   第２   第３   第４   第５   

障 害 者 

手 帳 等 

障害区分 
コード 

障害名 
コード 

障  害  名 
障害等級 
・程度 

      

交 付 （再 交 付） 年 月 日 交 付 機 関  交付番号又は手帳番号 
 

  昭和 

平成 

令和 

    年   月   日 

（都道府県又は市町村） 

 

 

第         号 

※障害者手帳等を現在、再交付中の方、発行申請中及び未申請の方は特別区人事委員会事務局任

用課までご連絡ください。 

   私は、障害者を対象とする特別区職員採用選考を受験したいので申し込みます。 

なお、私は採用選考案内に掲げてある受験資格をすべて満たし、地方公務員法の規定により選考 

を受けることができないとされる者にも該当しておらず、採用選考案内「１２ その他」（１）およ

び（２）に記載の内容についても確認し、同意します。 

また、この申込書のすべての記載内容は事実と相違ありません。 
 

令和 ８ 年   月   日 
                      氏 名                   
                         （署名してください。） 

整  理  番  号 
 
※ 
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１から７のうち該当する番号を〇で囲んだうえで、必要事項を記入してください。 

１から３については該当する障害のある人のみ選択できます。 

 

１ コミュニケーション手段を選択する。 

（聴覚・言語障害の人のみ。該当するものを〇で囲んでください。） 

（１） 口話法   （２） 筆話法   （３） 手話法 

２ 点字受験を希望する。 
（視覚障害の人のみ。申し込む際に必ず特別区人事委員会事務局任用課へご連絡ください。） 

３ 選考時に筆記用具として、次の機器を持ち込み使用する。 

（上肢機能障害又は言語、上肢複合機能障害の人のみ。該当するものを〇で囲み、申し込

む際に必ず特別区人事委員会事務局任用課へご連絡ください。） 

（１） パソコン  （２） ワープロ 

４ 選考当日、補装具等を持ち込み使用する。（該当するものを○で囲んでください。） 

（１） ルーペ    （２） 補聴器    （３） 電気スタンド   

 ※選考中は、補聴器の無線通信機能は使用できません。 

５ 車いすを使用する。（該当するものを○で囲んでください。） 

（１） 電動     （２） 手動 

６ 付添人が来る。 

７ その他、選考の準備等に必要と思われる事項があれば、具体的に記入してくださ

い。（身体上の理由等により選考会場に自動車等での来場を希望する人、第１次選考に

おける教養試験でマークシート以外での解答方法を希望する人は、こちらにその旨を

記入してください。） 

 また、申し込む際に必ず特別区人事委員会事務局任用課へご連絡ください。 

   

 

 

選考の準備等に必要ですので、必ず記入してください。 



 
 

   

令和８年度 特別区職員障害者採用選考 郵送申込み用面接カード 

（選考区分） 

事務 

（一般事務） 

（受験番号） 

 

※記入不要 

フリガナ  （現在の年齢） 

 

※記入不要 
氏  名 

 

【あなたの強みを教えてください。また、それを活かして今後どのような仕事に取り組みたいか、特別区の

志望動機も含めて具体的に書いてください。】（２５０文字以内） 

 

 

 

 

 

 

【ここ数年で、あなたが最も困難な目標に挑戦したことを教えてください。また、それをどのようにしてや

り遂げたかを具体的に書いてください。】（２５０文字以内） 

 

 

 

 

 

 

【あなたが、チームやグループで協力して課題達成に取り組んだ経験において、その中でのあなたの役割と、

貢献するために工夫したことを書いてください。】（２５０文字以内） 

 

 

 

 

 

 

学生生活 

（直近のもの） 

最終学歴と卒業年（見込を含む。） 

高校 ・ 高専 ・ 専門学校 ・ 短大 ・ 大学 ・ その他（      ） 

昭和 ・ 平成 ・ 令和     年     月 卒業 

専攻学科（記入できる方のみで結構です。） 

 

 

職  歴 

 

※直近２つまで記入 

業種・仕事内容【例：建設業（営業職）】 在職期間 

 年  月 ～   年  月 

 年  月 ～   年  月 

 

 

無断転載禁止 

※必要事項を記入のうえ、採用選考申込書と一緒に郵送してください。 
※この面接カードは第２次選考でのみ、使用します。第２次選考時、面接カード等を見ながら受験す
ることは認めません。また、提出された面接カードの照会には応じません。 

※黒のボールペン（消せないものに限る。）で記入してください。 
 
 

  
 

キ
リ
ト
リ 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特別区人事委員会事務局任用課採用係 〒102-0072 千代田区飯田橋 3-5-1 
【電    話】 03-5210-9787（直通）  

※受付時間：平日 午前 8 時 30 分 ～ 午後 5 時 15 分 
 

【ホームページ】https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/ 
        （上記ホームページから採用試験の申込みができます。 
         また、よくある質問と回答も掲載しています。） 

 
下記、ＳＮＳの公式アカウントを通じて特別区等のイベント情報等を発信しています！ 

【X(旧:Twitter）】@23city_saiyou 
【 L  I  N  E 】@584djzhj 

 

各種 
二次元 
コード 

ホームページ 

X(旧:Twitter） LINE 


